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今年は市制施行50周年
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《
今
号
の
主
な
内
容
》

・
土
地
・
家
屋
の
価
格
等
縦
覧
帳
簿
の
縦
覧
が
始
ま
り
ま
す�

２
面

・
退
職・就
職
し
た
ら
国
民
健
康
保
険
の
加
入・脱
退
の
手
続
き
を
し
ま
し
ょ
う�

３
面

・「
村
野
家
住
宅
」特
別
見
学
会（
２
年
度
前
半
分
）の
お
知
ら
せ�

４
面

・
春
の
胃
が
ん
検
診
を
実
施
し
ま
す�

８
面

　
市
で
は
、
今
年
が
市
制
施
行
５０

周
年
で
あ
る
こ
と
に
ち
な
ん
で
、

｢

５０
」
を
写
し
た
人
物
写
真
と
、

一
言
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
４
月
１
日

（
水
）
～
７
月
３１
日
（
金
）
の
間
、

募
集
し
ま
す
。
応
募
い
た
だ
い
た

写
真
と
メ
ッ
セ
ー
ジ
は
、
順
次
市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
さ
せ
て
い

た
だ
き
ま
す
。
ま
た
、
そ
れ
を
活

用
し
、
市
制
施
行
記
念
日
に
向
け

た
カ
ウ
ン
ト
ダ
ウ
ン
を
行
い
ま
す
。

日
常
の
写
真
か
ら
、
工
夫
を
凝
ら

し
た
写
真
ま
で
、
市
民
の
皆
さ
ん

の
作
品
を
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。

詳
細
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧

く
だ
さ
い
。

　
詳
し
く
は
応
募
・
掲
載
に
関
す

る
こ
と
が
秘
書
広
報
課
☎
４
７

０
・
７
７
０
８
、
企
画
に
関
す
る

こ
と
が
企
画
調
整
課
☎
４
７
０
・

７
７
０
２
へ
。

地
域
に
目
を
向
け
、
今
の
時
代
に

見
合
っ
た
新
た
な
自
治
会
活
動
を

考
え
、
参
加
協
力
し
て
い
け
る
関

係
を
築
い
て
い
き
ま
し
ょ
う
。
自

治
会
へ
の
加
入
は
任
意
で
す
が
、

加
入
を
お
考
え
の
方
は
、
お
近
く

の
加
入
者
ま
た
は
生
活
文
化
課
☎

４
７
０
・
７
７
３
８
へ
。

自
治
会
の
登
録

　
市
で
は
、
自
治
会
活
動
に
対
す

る
支
援
を
行
う
た
め
に
自
治
会
の

登
録
を
行
っ
て
い
ま
す
。
登
録
す

る
と
、
自
治
会
補
助
金
の
対
象
に

な
る
な
ど
の
支
援
が
受
け
ら
れ
ま

す
。
こ
れ
か
ら
自
治
会
を
作
り
た

い
、
ま
た
は
自
治
会
は
あ
る
が
市

へ
の
登
録
を
し
て
い
な
い
地
域
の

方
は
同
課
へ
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

　
詳
し
く
は
同
課
へ
。

震
災
の
教
訓
を 

生
か
し
て
「
地
域
の

絆
」
づ
く
り
を
！

　
近
年
の
度
重
な
る
集
中
豪
雨
や

今
後
い
つ
発
生
す
る
か
分
か
ら
な

い
大
地
震
を
踏
ま
え
、
災
害
へ
の

関
心
は
高
ま
っ
て
い
ま
す
。
災
害

時
に
お
い
て
は
「
事
前
の
備
え
と

地
震
後
１５
分
以
内
で
の
安
否
確
認

で
生
死
が
決
ま
る
」
と
言
わ
れ
て

お
り
、
隣
近
所
は
も
ち
ろ
ん
の
こ

と
、
地
域
で
の
助
け
合
い
が
重
要

で
す
。
改
め
て
震
災
の
教
訓
な
ど

か
ら
自
治
会
活
動
の
価
値
や
魅
力

を
見
直
し
て
み
ま
せ
ん
か
。
世
代

を
超
え
て
皆
さ
ん
一
人
ひ
と
り
が

身
近
な
暮
ら
し
を 

支
え
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

　
市
内
に
は
、
自
治
会
が
約
１
２

５
団
体
あ
り
ま
す
。
自
治
会
の
活

動
形
態
は
地
域
に
よ
っ
て
異
な
り

ま
す
が
、
祭
り
や
餅
つ
き
、
健
康

体
操
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
活
動
を
通

し
て
親
睦
と
交
流
を
深
め
て
い
ま

す
。
ま
た
、
犯
罪
抑
止
の
た
め
の

防
犯
ウ
オ
ー
キ
ン
グ
や
防
災
訓
練
、

資
源
ご
み
回
収
や
環
境
美
化
活
動

な
ど
、
個
人
で
は
解
決
で
き
な
い

地
域
の
課
題
に
対
応
す
る
な
ど
、

最
も
身
近
な
暮
ら
し
を
支
え
る
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
組
織
と
し
て
活
動
し

て
い
ま
す
。

自
治
会
活
動
の
ご
案
内

�

～
地
域
参
加
へ
の
第
一
歩
～

４
月
１
日
か
ら
受
け
付
け
開
始　
ご
応
募
お
待
ち
し
て
い
ま
す
！

「
み
ん
な
の
ア
ル
バ
ム
＆

「
み
ん
な
の
ア
ル
バ
ム
＆

　
　
　
　
　
カ
ウ
ン
ト
ダ
ウ
ン

　
　
　
　
　
カ
ウ
ン
ト
ダ
ウ
ン
５０５０
」」

▲市ホームページ
　ＱＲコード

※
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

感
染
症
拡
大
の
影
響
に

よ
り
、
催
し
な
ど
が
中

止
・
延
期
に
な
る
場
合

が
あ
り
ま
す
。

　都内でも新型コロナウイルス感染症の方が確認される状況が続いており、市では ２月１８日に対策本部を立ち上げ、感染拡大防止対策を進めています。　都内でも新型コロナウイルス感染症の方が確認される状況が続いており、市では ２月１８日に対策本部を立ち上げ、感染拡大防止対策を進めています。
　市民の皆さんは、集団で集まることをできる限り避けていただくとともに、引き続きこまめな手洗いや、ほかの人にうつさないための咳エチケットな　市民の皆さんは、集団で集まることをできる限り避けていただくとともに、引き続きこまめな手洗いや、ほかの人にうつさないための咳エチケットな
ど、基本的な感染症対策を行っていただきますようお願いします。また、不要不急の外出はお控えいただきますよう併せてお願いします。ど、基本的な感染症対策を行っていただきますようお願いします。また、不要不急の外出はお控えいただきますよう併せてお願いします。
　詳しくは健康課予防係☎４７７・００３０へ。　詳しくは健康課予防係☎４７７・００３０へ。

　新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐためには、小規模な患者の集団（クラス
ター）を生み出すことの防止が重要です。
　集団感染の発生を防ぐためには、次の３つの「密」を避けていただきますよう
お願いします。

 一般的な内容について�
⃝厚生労働省電話相談窓⼝　☎0120・565653
　（フリーダイヤル。午前9時〜午後9時。⼟曜・⽇曜⽇、祝⽇も対応）
⃝都コールセンター　☎0570・550571
　（午前9時〜午後9時。⼟曜・⽇曜⽇、祝⽇も対応）

 症状の出た⽅・感染した疑いのある⽅�
　次のいずれかの症状がある方は、医療機関へかかる前に「帰国者・接触者相談セ
ンター」にご相談ください。
　①風邪の症状や37度5分以上の発熱が4⽇以上続いている（解熱剤を飲み続け
なければならないときを含む）②強いだるさ（倦怠感）や息苦しさ（呼吸困難）が
ある。
　※高齢者や基礎疾患等のある方は、①・②いずれかの状態が2⽇程度続く場合。
⃝都多摩小平保健所　☎042・450・3111
　（平⽇午前9時〜午後5時）
⃝都電話相談センター　☎03・5320・4592
　（平⽇午後5時〜翌午前9時。⼟曜・⽇曜⽇、祝⽇は終⽇対応）

 都の多言語およびファクス相談窓口�
⃝多言語（⽇本語、英語、中国語、韓国語）相談窓⼝
　☎0570・550571（ナビダイヤル）
⃝ファクス相談窓⼝（聴覚障害がある方などからの相談）
　ファクス番号03・5388・1396（午前9時〜午後9時。⼟曜・⽇曜⽇、祝⽇も対応）

※市の屋内施設の利用、館内施設の貸し出し、イベントなどは、
　４月１２日（日）まで原則として中止・延期しています。
　詳しくは市ホームページをご覧ください。

出
典
：
首
相
官
邸
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

③間近で会話や発声を
する密接場面

②多数が集まる
密集場所

①換気の悪い
密閉空間

３つの｢密｣を避けましょう

新型コロナウイルス感染症に関連する情報の市ホームページQRコード

市の新型コロナウイルス関連情報
（学校・公共施設・イベント情報など）

についてはこちら

市からの情報取得の際に
こちらもご利用ください

感染拡大を防ぐために 新型コロナウイルスに関する相談窓口
国および都では新型コロナウイルスに関する相談窓口を設けています

▲市公式ツイッター
QRコード

３ 月２６日時点の情報に基づき作成しています

▲市公式フェイス
ブックQRコード

　現在、新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、⽇本からの渡航者や⽇本人に対
し、多くの国・地域で入国制限措置や入国後の行動制限措置が取られています。
感染と感染拡大防止の観点からも、不要不急の海外渡航はお控えください。

海外渡航の自粛について

−新型コロナウイルス−新型コロナウイルス感染防止対策感染防止対策のお願い−のお願い−
集団感染集団感染をを防ぐ防ぐためにために


